
ひたちなか市渡邊副市長紙上発言の訂正を求める取り組み 

                          2022年 4月８日 佐藤英一 

 

 渡邊政美副市長は、茨城新聞「実効性の現在地」(３/20～22の 3回シリーズ)の 21日

付紙面において、次(青字)のコメントを行った。 

  「『まずは PAZ が大事。全体をやっていると、いざというときに何もできていない

ことになる』。ひたちなか市の渡邊政美副市長は力説する。実効性を巡っては『答え

は出ない。やれる限り想定するが、どこかで判断せざるを得ない』」 

 

 市民団体は 4月 5日に、この副市長発言は前・現市長の説明(表 1)からかけ離れてい

て市政の不一致を印象付け、他市町村にも悪影響を及ぼす。また原電にあらぬ期待を抱

かせるものとして、訂正を求め市民生活部長との話合いを持ったので、その結果を下記

の通りお知らせします。 

記 

 

１．市は表 1の方針で一貫しており、なんら変化はない。 

  避難計画策定に向け、市は現在ＰＡＺ(長砂地区)でアンケートなどを行っていて、

来年には避難訓練をしたいと考えている。 

 

２．副市長のコメントは、馴染みの記者と雑談したときの言葉を、（都合よく記者に）切り

取られた印象だと副市長は言っている。 

 

３．避難計画の実効性判断を国が判断するのか市が行うのかハッキリしていない。 

 

４．避難計画策定にあたる他の 13市町村に誤解されないように、普段の交流を通じて

真意を伝えていけばよいと思うのだが、市の方向に変化がないことを伝える対策を別途

講じるべきか否か、副市長とも相談して月末までに回答する。 

以上 

 

(表 1)  ひたちなか市の再稼働に対する基本対応 (3本の柱)    

(本文の責任は佐藤。ただし市から異論は出ていない。)  

        

１．再稼動を判断する際の基準（前提要件）とその充足 

  実効性のある避難計画が策定されない限り、また再稼働それ自体に対する市民の意思が確認さ

れない限り、再稼働はあり得ないと理解している。 

（１）避難計画の実効性有無の判断は、市民が理解し納得していることを確認してから判断する。 

（２）再稼働自体に対する市民の意思を確認する方法については、今後検討する。 

２．上の作業や手続きは、東海第二原発の工事進捗にとらわれない。期限を設定しないで進める。 

３．新原子力安全協定のもと、原子力所在地域首長懇談会の 5市 1村が連携して原電に対応する。 

                                         以上 

 

 



 

 

 

 


